
（平成２５年３月２７日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件



 

 

宮城国民年金 事案 1759 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年 12 月から 53 年３月まで 

私は、申立期間直前の昭和 51 年 11 月に結婚し、夫が経営していた会

社の手伝いをしていた。申立期間当時、国民年金保険料の納付は義務と

考え、申立期間の保険料は、私が銀行の窓口で納付した記憶があるので、

夫の保険料だけが納付済みになっていることに納得できない。 

申立期間について、国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 16 か月と比較的短期間である上、申立期間以外の国民年金

被保険者期間に未納は無く、昭和 63 年度以降は付加年金にも加入してい

ることなどから、申立人の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によると、

申立人は、昭和 51 年 12 月 20 日に国民年金被保険者資格を再取得してい

るところ、当該再取得の届出は 53 年６月 29 日に行われたことが確認でき

ることから、その時点では、申立期間の国民年金保険料は過年度納付する

ことが可能である。 

さらに、Ａ市は、国民年金被保険者資格を遡って取得したことにより、

過年度保険料の納付が可能である場合には、社会保険事務所（当時）に過

年度納付書の発行を依頼するなどの措置を講じていたとしていることから、

申立人に対しても申立期間に係る過年度納付書が発行された可能性が高く、

過年度納付書が発行されていたとすれば、納付意識の高い申立人が申立期

間のみを未納のままにしていたとは考え難い。 

加えて、申立人及びその夫に係るＡ市の国民年金被保険者名簿（紙名



 

 

簿）によると、申立期間の夫の国民年金保険料は納付済みとなっている上、

申立期間後の保険料は、夫婦共に納付日が同一となっていることが確認で

きる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人の船舶所有者Ａにおける資格取

得日に係る記録を昭和 36 年５月 15 日、資格喪失日に係る記録を同年 12

月 27 日とし、申立期間の標準報酬月額を同年５月から同年８月までは１

万円、同年９月から同年 11 月までは１万 4,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年５月 15 日から同年 12 月 27 日まで 

私は、昭和 36 年５月 15 日から同年 12 月 26 日まで、船主であるＢ市

のＡ氏所有の船舶Ｃに、長兄のＤ氏（甲板員）と一緒に無線通信士とし

て乗船し、Ｅ漁に引き続きＦ漁に従事した。 

船舶Ｃは、私が船員として初めて乗り組んだ船舶であったが、その後

の８人の船員保険適用船舶所有者の船舶に無線通信士として雇入れされ

た期間は、おおむね船員手帳どおりの船員保険加入期間となっている。 

船員手帳の雇入れから雇止めまでの期間を船員保険の加入期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の所持する船員手帳の記録及び船長等複数の

同僚の証言により、申立人が船員保険適用船舶所有者であるＡ氏が所有す

る船舶Ｃに乗船していたことが認められる。 

また、申立人の当該船舶での職務は通信士であったところ、複数の元同

僚が、「申立人は、申立人の長兄と一緒に乗船した。長兄に船員保険の記

録があるのであれば、申立人も船員保険に加入していたはずである。」旨

証言している。 



さらに、申立人、船長及び元同僚が申立期間当時、船舶Ｃに乗船したと

して名前を挙げている者については、上記船舶所有者に係る船員保険被保

険者名簿において、全員が申立期間に船員保険に加入していることが確認

できる。 

加えて、上記船員保険被保険者名簿から、申立期間に船舶Ｃに乗船し船

員保険に加入していたと推認される者は、中学を卒業したばかりの見習甲

板員を含め、Ｅ漁期において 43 人、Ｆ漁期において 32 人確認できるとこ

ろ、当該人数は、各漁期における乗組員数とほぼ一致することから、当該

船舶においては乗組員全員を船員保険に加入させていたことがうかがわれ、

通信士である申立人が船員保険に加入していなかったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る船員保険料を当

該船舶所有者により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、船舶Ｃにおける船員保険被

保険者名簿の同僚の記録から、昭和 36 年５月から同年８月までは１万円、

同年９月から同年 11 月までは１万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る船員保険料の当該船舶所有者による納付義務の履行

については、当該船舶所有者は既に亡くなっているため後を継いだ者に照

会したところ、回答が得られなかったが、仮に、船舶所有者から申立人に

係る船員保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険

者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会にお

いても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておらず、これは通常

の事務処理では考え難いことから、船舶所有者から社会保険事務所への資

格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、船舶所有者は、申立

人に係る昭和 36 年５月から同年 11 月までの保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ株

式会社）における資格喪失日に係る記録を昭和 44 年８月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 44 年７月 31 日から同年８月１日まで 

私は、Ｄ県Ｅ市にあったＡ社Ｂ事業所に採用されたが、Ｆ県Ｇ村にＨ

事業所が設立された後にＣ株式会社Ｈ事業所に異動となった。 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ｂ事業所とＨ事業所の厚

生年金保険被保険者記録の間に挟まれた申立期間の記録が無かった。 

継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人は、昭和 44 年７月 31 日にＢ事業所に

おける被保険者資格を喪失し、Ｈ事業所が厚生年金保険の適用事業所とな

った日と同日の同年８月１日に同工場において被保険者資格を取得してお

り、申立期間は被保険者期間となっていない。 

しかしながら、申立人を知っているとしている複数の同僚は、「申立人

は申立期間前後においてＨ事業所で継続して勤務しており、勤務形態や業

務内容に変更は無かった。」と証言している。 

また、Ｃ株式会社の現在の事務担当者は、「申立人はＨ事業所で厚生年

金保険の被保険者資格を取得した昭和 44 年８月１日と同日にＢ事業所に

おいて資格を喪失しなければならなかった。」と回答していることから、

申立人は、申立期間以前から継続してＨ事業所に勤務していたことが認め



られる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認められることから、Ｂ事業所に

係る資格喪失日を昭和 44 年８月１日に訂正することが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ事業所における

昭和 44 年６月の厚生年金保険被保険者名簿の記録から３万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が厚生年金保険の資格喪失日を昭和 44 年８月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年７

月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生

年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず、（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 49 年８月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を７万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生

住    所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年７月 31 日から同年８月１日まで 

私は、昭和 45 年２月 20 日にＡ株式会社に入社し、49 年８月１日付

けでＢ株式会社に転勤した。 

国の厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 49 年７月が未加入期間

とされているが、グループ会社である両事業所に継続して勤務していた

ので、申立期間について厚生年金保険の加入期間であることを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の元所属長及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、

申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ株式会社からＢ株式会社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、異動日について、申立人と近似する日に申立人と同様にＡ株式会

社からＢ株式会社に異動した同僚は、「Ａ株式会社は、月末締めなので、

月末の転勤発令は考えにくく、月の初めか１日付けになると思う。」と述

べている上、年金記録確認Ｃ地方第三者委員会のあっせんにより記録訂正

されたＢ株式会社に係るグループ会社間の転勤事案においても、複数の同

僚及び総務担当者は、「Ｂ株式会社のグループ会社内では、従業員は１日

付けで異動することが多かった。月末に異動することは考え難い。」と証



言していることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失日は、Ｂ株式

会社における資格取得日と同日の昭和 49 年８月１日とすることが妥当で

ある。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る健康保険厚生年金保険被保険者原票における資格喪失時の記録から、７

万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、事業主が厚生年金保険の資格喪失日

を昭和 49 年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年７月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、

事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年７月の厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 62

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の

59 万円とされているが、申立人のＡ事業所における申立期間に係る標準

報酬月額は、62 万円であったと認められることから、当該記録を取り消

し、申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録を 62 万円とする

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14 年１月１日から同年 10 月１日まで 

平成 14 年１月に標準報酬月額の随時改定が行われ、給与から当該改

定後の厚生年金保険料が控除されていたが、年金事務所の記録は厚生年

金保険法第 75 条本文の規定に該当するとして年金給付を行わない記録

となっているので、年金給付が行われるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、59 万円と記録されていたところ、当該期間に係る

保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 24 年 11 月 22 日に 59 万円

から 62 万円に訂正されたが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に基づき、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正前の標準報酬月額

（59 万円）とされている。 

このことについて、申立人は、Ｂ厚生年金基金に対し、厚生年金基金に

係る給付の請求をした際、「当基金と日本年金機構の管理する標準報酬月

額に相違があるため、裁定できない。」と回答されたため、Ａ事業所に相

談したとしているところ、同事業所は、年金事務所に相談し、申立人を含

む４名の平成 14 年１月改定に係る「健康保険厚生年金保険被保険者報酬

月額変更届」を 24 年 10 月 19 日に提出した旨回答している。 



しかしながら、Ａ事業所が加入するＢ厚生年金基金の記録によると、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は 62 万円となっていることが確認で

きる上、同基金は、申立人の申立期間に係る「厚生年金基金加入員給与月

額変更届」を平成 14 年４月９日に受け付けており、同事業所及び同基金

は、同基金及び社会保険事務所（当時）に提出する届出書類は複写式の様

式を使用していたとしている。 

また、Ａ事業所は、申立人に係る賃金台帳等は無いが、申立期間につい

ては、当該随時改定後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を給与から

控除していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が

主張する標準報酬月額（62 万円）に係る届出を社会保険事務所に行った

ことが認められる。 



宮城厚生年金 事案 2866 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 41

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の

34 万円とされているが、申立人のＡ事業所における申立期間に係る標準

報酬月額は、41 万円であったと認められることから、当該記録を取り消

し、申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録を 41 万円とする

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14 年１月１日から同年 10 月１日まで 

平成 14 年１月に標準報酬月額の随時改定が行われ、給与から当該改

定後の厚生年金保険料が控除されていたが、年金事務所の記録は厚生年

金保険法第 75 条本文の規定に該当するとして年金給付を行わない記録

となっているので、年金給付が行われるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、34 万円と記録されていたところ、当該期間に係る

保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 24 年 11 月 22 日に 34 万円

から 41 万円に訂正されたが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に基づき、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正前の標準報酬月額

（34 万円）とされている。 

このことについて、Ａ事業所は、当委員会に申立人と同時に申立てを行

っているその同僚からの相談を契機に、申立人についても、当該同僚と同

様に申立期間に係る標準報酬月額の誤りが判明したことから、年金事務所

に相談し、申立人を含む４名の平成 14 年１月改定に係る「健康保険厚生

年金保険被保険者報酬月額変更届」を 24 年 10 月 19 日に提出した旨回答

している。 



しかしながら、Ａ事業所が加入するＢ厚生年金基金の記録によると、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は 41 万円となっていることが確認で

きる上、同基金は、申立人の申立期間に係る「厚生年金基金加入員給与月

額変更届」を平成 14 年４月９日に受け付けており、同事業所及び同基金

は、同基金及び社会保険事務所（当時）に提出する届出書類は複写式の様

式を使用していたとしている。 

また、Ａ事業所は、申立人に係る賃金台帳等は無いが、申立期間につい

て、当該随時改定後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を給与から控

除していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が

主張する標準報酬月額（41 万円）に係る届出を社会保険事務所に行った

ことが認められる。 



宮城厚生年金 事案 2867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 50

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の

44 万円とされているが、申立人のＡ事業所における申立期間に係る標準

報酬月額は、50 万円であったと認められることから、当該記録を取り消

し、申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録を 50 万円とする

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14 年１月１日から同年 10 月１日まで 

平成 14 年１月に標準報酬月額の随時改定が行われ、給与から当該改

定後の厚生年金保険料が控除されていたが、年金事務所の記録は厚生年

金保険法第 75 条本文の規定に該当するとして年金給付を行わない記録

となっているので、年金給付が行われるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、44 万円と記録されていたところ、当該期間に係る

保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 24 年 11 月 22 日に 44 万円

から 50 万円に訂正されたが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に基づき

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正前の標準報酬月額

（44 万円）とされている。 

このことについて、Ａ事業所は、当委員会に申立人と同時に申立てを行

っているその同僚からの相談を契機に、申立人についても、当該同僚と同

様に申立期間に係る標準報酬月額の誤りが判明したことから、年金事務所

に相談し、申立人を含む４名の平成 14 年１月改定に係る「健康保険厚生

年金保険被保険者報酬月額変更届」を 24 年 10 月 19 日に提出した旨回答

している。 

、



しかしながら、Ａ事業所が加入するＢ厚生年金基金の記録によると、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は 50 万円となっていることが確認で

きる上、同基金は、申立人の申立期間に係る「厚生年金基金加入員給与月

額変更届」を平成 14 年４月９日に受け付けており、同事業所及び同基金

は、同基金及び社会保険事務所（当時）に提出する届出書類は複写式の様

式を使用していたとしている。 

また、Ａ事業所は、申立人に係る賃金台帳等は無いが、申立期間につい

て、当該随時改定後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を給与から控

除していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が

主張する標準報酬月額（50 万円）に係る届出を社会保険事務所に行った

ことが認められる。 



宮城厚生年金 事案 2868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 41

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の

36 万円とされているが、申立人のＡ事業所における申立期間に係る標準

報酬月額は、41 万円であったと認められることから、当該記録を取り消

し、申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録を 41 万円とする

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14 年１月１日から同年 10 月１日まで 

平成 14 年１月に標準報酬月額の随時改定が行われ、給与から当該改

定後の厚生年金保険料が控除されていたが、年金事務所の記録は厚生年

金保険法第 75 条本文の規定に該当するとして年金給付を行わない記録

となっているので、年金給付が行われるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、36 万円と記録されていたところ、当該期間に係る

保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 24 年 11 月 22 日に 36 万円

から 41 万円に訂正されたが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に基づき、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正前の標準報酬月額

（36 万円）とされている。 

このことについて、Ａ事業所は、当委員会に申立人と同時に申立てを行

っているその同僚からの相談を契機に、申立人についても、当該同僚と同

様に申立期間に係る標準報酬月額の誤りが判明したことから、年金事務所

に相談し、申立人を含む４名の平成 14 年１月改定に係る「健康保険厚生

年金保険被保険者報酬月額変更届」を 24 年 10 月 19 日に提出した旨回答

している。 



しかしながら、Ａ事業所が加入するＢ厚生年金基金の記録によると、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は 41 万円となっていることが確認で

きる上、同基金は、申立人の申立期間に係る「厚生年金基金加入員給与月

額変更届」を平成 14 年４月９日に受け付けており、同事業所及び同基金

は、同基金及び社会保険事務所（当時）に提出する届出書類は複写式の様

式を使用していたとしている。 

また、Ａ事業所は、申立人に係る賃金台帳等は無いが、申立期間につい

て、当該随時改定後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を給与から控

除していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が

主張する標準報酬月額（41 万円）に係る届出を社会保険事務所に行った

ことが認められる。 



宮城国民年金 事案 1758 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年５月及び同年６月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年５月及び同年６月 

申立期間の国民年金保険料は、納付書が送付されてこなかったため納

付できなかった。納付書が送付されてきていれば納付することができた

と思う。また、申立期間当時、保険料免除の申請手続もしていたと思う。

そのことをはっきりさせたいと思っているので、調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人は、平成５年５月４日に国民年金被保

険者資格を取得しているが、その入力処理は 10 年４月 22 日になされた記

録となっていることから、この頃に加入手続が行われ、５年５月４日に遡

って被保険者資格を取得したことが推認できる。このため、国民年金の加

入手続が行われた時点では、申立期間は既に時効により国民年金保険料を

納付できない期間となっており、納付書が送付されることは無かったと考

えられる。 

また、申立人の平成９年５月の国民年金保険料が 10 年４月 17 日に納付

されていることが確認できるところ、前述のとおり、申立人の国民年金の

加入手続は同年４月に行われたとみられることから、この時点で納付可能

な期間の保険料を納付したものと推認される。 

さらに、申立人は、「申立期間当時、保険料免除の申請手続もしていた

と思う。」と申し立てているが、加入手続が行われた時点で、申立期間の

保険料免除申請を遡って行うことはできない上、申立期間当時に免除申請

が行われたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間において国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険



料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和27年２月１日から28年９月１日まで 

           ② 昭和41年４月１日から同年６月４日まで 

年金記録を確認したところ、Ａ事業所にＢ職員として勤務していた申

立期間①、及びＣ事業所にＤ部署のＢ職員として勤務していた申立期間

②の厚生年金保険の記録が無かった。 

どちらの期間も、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うの

で記録が無いのは納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ｅ県Ｆ郡Ｇ村（現在は、Ｈ町）の職員

としてＡ事業所に勤務していたと主張しているところ、Ｈ町の回答、同町

から提出された「Ｉ村に係る記録」における記述、及び申立期間の一部に

同事業所に勤務していたとされるＪ職員の証言から、申立期間当時、同事

業所はＧ村に存在していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｈ町は、昭和 30 年３月 31 日にＧ村がＫ村（当時）と合

併してＩ村（当時）となる前の人事記録等の資料は保管しておらず、申立

人がＧ村職員であったかは不明と回答している。 

また、オンライン記録によると、Ｇ村役場（当時）、Ａ事業所及び類似

する名称の事業所が厚生年金保険の適用事業所であったことは確認できな

い上、「Ｉ村に係る記録」における記述及び上記Ｊ職員の証言から、申立

期間当時、Ａ事業所は、Ｌ組合（当時）が運営していたと推認できるとこ

ろ、オンライン記録及び同組合に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

によれば、同組合は、昭和 29 年６月１日から 34 年１月１日までの期間に

おいて厚生年金保険の適用事業所となっているが、申立期間において適用



事業所であったことは確認できない。 

さらに、Ｌ組合を承継したＭ組合は、申立期間当時の資料は無く、Ａ事

業所における申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況は不明として

いる。 

加えて、上記Ｊ職員は、申立人のことを覚えておらず、Ａ事業所におけ

る厚生年金保険及び他の年金制度の取扱いについても不明と回答している

上、申立人が同事業所の事務担当者として記憶している姓の者についても、

Ｌ組合の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に同姓の者が複数確認できる

が、死亡しているか又は未統合記録であるため照会できず、ほかに申立人

の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、Ｃ事業所を管理運営するＮ組合連合会は、当時、

同事業所はＯ共済が管掌するＰ年金の加入団体であったとしている。 

しかしながら、Ｏ共済から提供された申立人に係るＰ年金加入記録等の

資料によれば、申立人は、申立期間前後にＮ組合連合会が管理運営する複

数の事業所でのＰ年金への加入記録は確認できるものの、Ｃ事業所におい

てＰ年金に加入していたことを確認できる記録は見当たらない。 

また、申立人は、Ｃ事業所の正規職員であったと主張しているところ、

Ｎ組合連合会は、同事業所における申立人の勤務実態及びＰ年金への加入

状況を確認できる資料が無く不明としている。 

さらに、申立期間②においてＣ事業所に係るＰ年金の加入記録がある者

のうち住所が判明した６名に照会したところ、３名から回答があったが、

いずれも申立人を知らないとしており、ほかに申立人の申立期間に係るＰ

年金の掛金の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

加えて、オンライン記録によると、申立期間当時、Ｃ事業所が厚生年金

保険の適用事業所であった記録は見当たらない。 

なお、申立人は、当時の同僚の氏名は記憶していないと述べており、ほ

かに申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


